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１. 福 祉 の 窓 口
（１） 行政機関相談窓口

機 関 名 電 話 番 号 F A X 番 号

福 崎 町 役 場 (0790）22−0560 （0790）23−0687

福 崎 町 保 健 セ ン タ ー (0790）22−0560 （0790）22−7566

ふくさきっこステーション（福崎町こども家庭センター） (0790）22−0560 （0790）22−7566

福 崎 町 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー (0790）22−0560 （0790）22−7566

福 崎 町 社 会 福 祉 協 議 会 (0790）23−0300 （0790）23−0322

福崎町在宅介護支援センター「すみよしの郷」 (0790）22−7134 （0790）22−7024

中 播 広 域 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー (0790）27−0044 （0790）27−0468

中播磨健康福祉事務所（姫路総合庁舎） (079）281−3001 （079）224−3037

中 播 磨 健 康 福 祉 事 務 所 （ 福 崎 保 健 所 ） (0790）22−1234 （0790）22−6680

兵 庫 県 姫 路 こ ど も 家 庭 セ ン タ ー (079）297−1261 （079）298−1895

姫 路 県 税 事 務 所 (079）281−3001 （079）281−1606

姫 路 年 金 事 務 所 (079）224−6382 （079）224−0838

兵 庫 県 庁 (078）341−7711 （078）362−3925

兵 庫 県 立 身 体 障 害 者 更 生 相 談 所 (078）927−2727 （078）927−2745

兵 庫 県 立 知 的 障 害 者 更 生 相 談 所 (078）242−0737 （078）242−0736

兵 庫 県 こ こ ろ の ケ ア セ ン タ ー (078）200−3010 （078）200−3017

ケ ア ス テ ー シ ョ ン か ん ざ き (0790）32−1910 （0790）32−1962

香 翠 寮 相 談 支 援 事 業 所 (079）240−6266 （079）232−7250

福 崎 町 障 害 相 談 支 援 セ ン タ ー (0790）35−8575 （0790）22−7024

福 崎 町 障 が い 者 基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー (0790）22-0560 （0790）22−5980
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６．高齢者福祉 （福祉課 高年福祉係）

（１）在宅の福祉

①在宅高齢者介護手当

介護による経済的負担等を軽減し、在宅生活を支援するために介護手当を支給し

ます。※入院・入所中は除く

〈 対象者 〉介護保険の要介護度４または５に認定された在宅高齢者（65 歳以

上）を同居またはこれに準ずる状態で介護している人

※福崎町内に住所がある人に限る

※在宅の日数が入院・入所の日数 以下の月は除く

〈 金額 〉 月額 10,000円

②介護用品購入費助成

介護用品購入費を助成することにより、在宅介護を支援し、介護負担の軽減を図

ります。※入院・入所中のものは除く

〈 対象者 〉要介護認定４以上で在宅の人および重度心身障がい者（児）介護手

当受給者

〈 助成額 〉年間 18,000円以内

〈 申請に必要なもの 〉 購入物品の領収書（対象者の氏名および内容の分かる但

し書きのあるもの）もしくは、内容の分かるレシート

③布団クリーニング助成

布団等のクリーニングに係る費用を助成することにより在宅福祉、保健、衛生の

向上を図ります。※入院・入所中のものは除く

〈 対象者 〉 要介護認定３以上で在宅の人および重度心身障がい者（児）介護手

当受給者

〈 助成額 〉 年間 6,000円以内

〈 申請に必要なもの 〉 クリーニング料金の領収書（対象者の氏名の書かれたもの）

④訪問介護・通所サ−ビス等利用者負担金助成

住民税非課税世帯の人で、下記のサービスを利用した場合、申請により、支払っ

た法定介護サービスにかかる利用者負担金から高額介護サービス費を引いた２分の

１を助成します。この助成は事前に登録が必要です。

（対象サービス）

○訪問介護

○通所介護 （介護予防認知症対応型通所介護、認知症対応型通所介護含む）

○通所リハビリ（介護予防通所リハビリ含む）

○訪問入浴（介護予防訪問入浴含む）

対象となる在宅日数の基準はこちら▲
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⑤通院支援サービス

在宅高齢者が住み慣れた地域社会の中で引き続き自立した生活が送れることを支

援し、保健福祉の向上を図ることを目的に、医療機関へ通院する場合のタクシー利

用料金の一部を助成します。このサービスの利用は事前に登録が必要で、民生委員

の確認が必要です。また、助成には所得制限があり、毎年更新申請が必要です。

〈 対象者 〉

（1）65 歳以上で、独居または家族が運転できず、一般の交通手段を利用する

ことが困難な人

（2）車いすまたはストレッチャー等を利用しており、自家用車での送迎が困難

な人

〈 助成内容 〉

医療機関への通院時に利用できるタクシー券を、月 10,000 円分交付します。

⑥緊急通報システム

概ね65歳以上の一人暮らしの要援護高齢者、70歳以上の要援護高齢者のみの世

帯および身体障がい者のみの世帯宅に設置し、急病や事故等の緊急時に緊急通報セ

ンターに通報し、速やかに救助を行うシステムです。緊急時の対応のほか、健康相

談や介護に関する相談なども24時間受け付けます。また、毎月１回、専門スタッ

フがお伺い電話をし、健康状態の確認などを行います。

申請には民生委員の確認および近隣協力員３名の登録が必要です。

所得割額に応じて設置時に自己負担金がかかる場合があります。

⑦福祉電話

電話を設置していない概ね65歳以上の低所得の一人暮らし高齢者等に対し、日

常生活の向上を図るため福祉電話を貸与します。電話の設置費用及び基本料金は町

で負担しますが、通話料は個人負担となります。

但陽ボランティアセンターによる移送サービス

車いす、ストレッチャーを使用されている方の移送サービスです。車いす

のまま乗れるリスト付車両で外出ができます。利用条件や申し込み方法は但

陽ボランティアセンターにお問い合わせください。

年会費・利用費用は無料（ただし有料道路、駐車場代は自己負担）

【問い合わせ先】 NPO 法人但陽ボランティアセンター

〒 675-0064 加古川市加古川町溝之口 772

電話：079-454-8187 ファックス：079-424-4732

（参考）
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⑧老人日常生活用具の給付

概ね65歳以上の要援護高齢者及び一人暮らし高齢者に対し、日常生活の向上を図る

ため日常生活用具を支給します。

対象品目は次のとおりです。

・自動消火器 ・電磁調理器

所得税額に応じて利用者負担金がかかる場合があります。

⑨住宅用火災警報器給付

高齢および重度障がい者等の世帯の経済的負担を軽減し、火災から生命および財

産を守るとともに、福祉の向上を図るため給付を行います。

〈対象者〉（当該年度住民税非課税世帯の人）

（１）要介護度４または５の認定を受けた在宅者が属する世帯

（２）65 歳以上の一人暮らし世帯

（３）75 歳以上の高齢者のみの世帯

（４）身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ判定、精神障害者保健福祉手帳１級

の交付を受けている人が属する世帯

（５）生活保護世帯

⑩高齢者補聴器購入費助成

聴力機能の低下のため、日常生活に支障があると認められる高齢者を対象に、補

聴器の購入費用を助成することで、認知症の予防や、住み慣れた地域で暮らし続け

ることを支援します。

〈 対象者 〉（以下の要件をすべて満たす人）

（１）町内に住所がある65歳以上の方

（２）聴覚障害による身体障害者手帳の対象とならない方

（３）両耳の聴力レベルが40dB以上70dB未満の方、又は片耳の聴力レベルが

70dB以上で、他方の耳の聴力レベルが70dB未満の方

*申請の前に耳鼻咽喉科の医師による診断・検査が必要です

〈 助成額 〉

ひとり一回限り 最大３０，０００円（本体の購入費用に限る）

*申請が承認される前に購入されたものは、助成の対象となりません

⑪長寿祝金

9月の敬老月間に長寿をお祝いして祝金品を支給します。

対 象 内 容

最高年齢

100歳

88歳

77歳

記念品

30,000円（誕生日支給）

20,000円

10,000円
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＊祝金の年齢基準日は９月15日です。
＊100歳の人には国と県からも祝状および記念品が支給されます。
＊金婚夫婦には記念品が支給されます（申請必要）。

⑫人生いきいき住宅助成

高齢者や障がい者等が住み慣れた住宅で安心して暮らせる住環境を整備するために、

既存住宅の改造に要する経費の一部を助成し、人にやさしい住まいづくりの実現を

図ります。

＊助成は生計中心者の所得制限があります。

＊昭和56年5月以前に建築された住宅の場合、耐震診断が必要です。

【申請時期について】

申請年度の３月中旬までに工事の完了報告ができるものが助成対象となります。

⑬生活管理指導短期宿泊事業

基本的生活習慣の欠如および社会適応が困難な要援護高齢者を養護老人ホームへ

短期入所させることにより、当該要援護高齢者およびその家族の福祉の向上を図る

ことを目的とします。

1．利用できる人

概ね 65 歳以上の要援護高齢者で生活環境、身体的・精神的理由、経済的理由

により日常生活を営むのに支障があり、次の要件の人

区 分 特 別 型 一 般 型 増 改 築

対象世帯
（右の対象
者を含む
世帯）

○介護保険の要介護・
要支援認定を受けて
いる人

○身体障害者手帳・療
育手帳の交付を受け
ており、住まいの
改良相談員が認めた
人

○６５歳以上の人 ○一般型もしくは特別
型の対象世帯および
対象となる人と同居
しようとしている
世帯

対象事業
身体状況に応じた日常生活の維持に必要な既存
住宅の改造

住宅改造・一般型、特
別型で増改築を伴うも
の

補助要件
住まいの改良相談員
等の承認

２箇所以上の手すり
取付、または屋内の
段差解消

助成額

助成対象工事費（A）×
助成率
【(A)限度額】
１００万円
(介護保険分２０万円含
む)
【助成率】
１/３～全額
※所得・課税状況により

異なります (千円)

＊37千円未満は助成対象外

１５万円/㎡×増改築
部分面積（B）×１/３
【(B)限度額】
１５０万円

助成対象工事費 助成額

37～75 20

75～150 37

150～600 75

600～900 125

900～ 150
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①虐待等により緊急に受け入れをする必要がある場合

②家庭や地域での対応が非常に難しく、緊急に受け入れをする必要のある場合

③居宅において生活事情等により、家族介護を受けることができない場合

＊ただし、医療を受ける必要がある人、感染性疾患の人等は除きます。

２．入所の施設、期間

入所施設は、福崎町養護老人ホーム福寿園です。期間は原則７日以内とします。

3．入所申請手続き

利用申請書に健康診断書を添付し、福祉課へ申請してください。

審査の上、施設の受け入れ可能の確認をし決定します。

4．利用個人負担金

一日当り 385 円

（2）施設の福祉

①老人ホームへの入所

●入所の対象となる人

・養護老人ホーム

65歳以上の人で、環境上の理由および経済的理由により居宅において

生活することが困難な人が入所して、生活指導や機能の回復を図ります。

●申請から入所に至るまで

①入所措置申出書等の書類一式を福祉課へ提出

②本人との面接調査

③高齢者サービス調整チームにて審査（措置の要否を決定）

・措置不決定の場合は希望により在宅介護を援助するための在宅サービスを

提供します。

④入所措置決定の場合は施設への入所依頼

⑤入所（入所までの待機期間は希望施設等により異なります）

※相談や申込は福祉課まで

●費用徴収

入所者本人 前年の収入を徴収基準とします。

扶養義務者 前年分の所得税額を徴収基準とします。

◎介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所については、介護保険対象と

なりますが、特別な場合のみ入所措置の対象となります。
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（3）避難行動要支援者支援制度 〜地域の力で助け合う〜

①目的

地域の共助によって、災害発生時等に自ら避難することが困難な人（避難行動

要支援者）に支援の手を差し伸べることで、「減災」につなげることを目的とした

制度です。災害時に一人でも多くの命を救うためには、支援が必要な方の情報を、

予め把握しておくことが重要です。そのため、町が作成する避難行動要支援者の

名簿をもとに、区長、民生委員・児童委員、自主防災組織をはじめとする地域の

方々で、日頃から要支援者の存在を共有し見守りを行います。

普段の見守りを通して、要支援者との関係を築き、減災につなげていきましょう。

②内容

内容

名簿

対象者

①要介護３〜５の認定を受けている者

②身体障害者手帳1・2級を所持する者

③療育手帳Ａ判定を所持する者

④精神障害者保健福祉手帳1級を所持する者

⑤指定難病受給者証の交付を受けている者

⑥上記に掲げる者のほか、災害時の避難行動に特別な配慮や援護を必

要とする者のうち、支援を要するとして自ら申し出た者

⑦上記に掲げる者のほか、地域で必要と判断され個別支援計画を作成

した者

⑧福崎町災害時要援護者名簿（旧制度）に登録されていた者

⑨その他町長が必要と認める者

名簿登載

情報

・氏名 ・生年月日 ・性別

・住所 ・電話番号その他の連絡先 ・同居者の有無

・支援を必要とする理由（要介護度、障がい等級など）

情報提供

本人の同意に基づき、地域に名簿情報の提供。

※不同意の意思が明示されないときは、同意があったものとして取り

扱います。

個別

支援計画

の作成

個別支援計画とは・・・一人一人の具体的な避難計画

（避難支援者３名選定）

・町から提供された名簿をもとに、一人一人の個別支援計画を

本人と地域で作成します。

・個別支援計画に基づいて、平常時の見守り活動や避難訓練、災害

時の避難支援を行います。

※地域での支援を希望される方が作成の対象となります。

その他 年１回更新を行います。
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③支援の流れ

下の図とあわせてご確認ください。

・ 避難行動名簿作成

町は、対象となる人の情報を集約し、名簿を作成します。

・ 同意の確認 （図①）

町は、対象者に対して、平常時からの名簿提供に同意いただけるかの同意

確認書を郵送します。

・ 同意確認への返信 （図②）

平常時からの名簿提供への同意の有無について、「同意確認書」により町に

報告していただきます。

・ 同意者の名簿提供 （図③）

町は、同意された人の名簿情報を平常時から地域に提供します。

・ 個別支援計画の作成 （図④⑤）

地域は、提供された名簿をもとに、支援が必要な人の個別支援計画を本人

と相談し作成し、個別支援計画の写しを町に提出します。

・ 地域での共助 （図⑥）

作成された個別支援計画をもとに、平常時は見守り活動等、災害時は避難支

援等を行います。

≪イメージ図≫

避難行動要支援者

（対象者）

福崎町

自治会、民生委員・

児童委員、自主防災

組織など

警察署・消防署など

避難支援等関係者

① 同意確認書

の送付

②名簿提供の同意

⑤個別支援計画（写）

③名簿提供

④個別支援

計画作成

⑥

（平常時）

・声掛け、

見守り

（災害時）

・情報伝達

・安否確認

・避難誘導等
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（4）福祉避難所

①福祉避難所とは

福祉避難所は、災害時において指定避難所での避難生活が長期化する恐れがある

ときに開設される「二次的避難所」です。町では、介助や見守りなど特別な支援を

必要とする高齢者や障害者等が安心して避難生活を送ることができるよう、下記の

施設を福祉避難所に指定しています。

≪福祉避難所一覧≫

②受入対象者

指定避難所等での生活が困難な要配慮者で、医療機関や入所施設への入院、入所

に至らない人。（福祉避難所への受入れが必要かどうかは、指定避難所等を巡回す

る保健師等が判断します。）

≪注意事項≫

福祉避難所は建物の安全確認や人員確保ができた後開設されるので、受け入れが

必要と思われる方についても、一旦は一般の避難所に避難することになります。

その後、福祉避難所への受入れが必要と判断された方が福祉避難所へ移送されます。

施 設 名 住 所

1 第１デイサービスセンター（なぐさの郷） 福崎町西治474番地6

2 第２デイサービスセンター（すみよしの郷） 福崎町大貫446番地

3 ふくさきふれあいの館 文珠荘 福崎町東田原1891番地

4 特別養護老人ホーム サルビア荘 福崎町大貫580番地

5 小規模多機能ホーム もちもちの木 福崎町西治1487番地1










































































































































